
白馬村景観づく り ガイ ド ラ イ ン

〈 白馬村景観計画　 概要版〉

■白馬村景観計画と は

本村は、 白馬岳を盟主と する北アルプス白馬連峰と いう 魅力的な山岳に抱かれ、 歴史や生活文化、 多く の観光施設が形成する豊

かな景観が、 村民や国内外から 訪れる観光客に癒し を与えています。

こ の景観を、「 子孫に伝えていく 大切な財産であり 、 将来に向かっ て観光資源と し て経済基盤の安定を図るう えでも 必要不可欠

なも の」 と 位置づけ、 県、 村それぞれが相互に補完し 合い、 景観行政を進めてきまし た。

白馬村景観計画は、 こ れまで個々に取り 組んできた景観づく り を、 村全体の一体感ある取り 組みと するため、 良好な景観づく り

に関する基本的な考え方や方針及び基準、 取り 組みのあり 方などを明ら かにし た計画です。 本村ら し い景観を、 村民自ら が共有財

産と し て認識し 次世代に継承するため、 こ の計画に基づき村民、 事業者、 行政が適切な役割分担と 協働により 、 良好な景観をつく

り 、 守り 、 育てるこ と で、 将来も 豊かな自然と 人々の生活、 観光産業が調和し 、 心地よさ を感じ ら れるこ と を計画の目的と し 、 景

観法の基本理念に則り 、 景観の保全・ 育成を本村ら し く 進めるこ と ができるよう 、 様々なまちづく り 計画・ 施策と 連携し 、 景観行

政において総合的な展開を図る役割を担う も のです。

みんなで守り ・ 育み・ 活かす かけがえのない白馬の景観

目標像１ 　「 自然環境が生み出す景観」 が守り 続けら れる白馬

目標像２ 　「 生活文化・ 歴史の景観」 を育み続ける白馬

目標像３ 　「 も てなし の景観」 を活かし 続ける白馬

　 景観法に基づく 規制・ 誘導を適用するエリ アである景観計画区域は本村全域と し ます。 景観要素と 景観の空間構成に加え、 自

然公園法等の法的な規制、 建築物や土地利用の現況や住民協定等の取組状況を踏まえ、 景観計画区域を７ つに類型化し 、 さ ら に

細やかな景観育成を積極的に図る必要がある地区を景観育成重点地区と し て指定し ます。

　 また、 色彩については、「 まちづく り 環境色彩計画（ 建築外装色彩指針）」 の継続を基本と し た色彩エリ アを設定し ます。

基本理念

【 守　 る】 本村には、先人から 守り 継がれた「 かけがえのない自然景観」 や、歴史・ 文化など人の営みが生み出し た「 歴史的な景観」

があり ます。 こ れから も 、 こ の白馬ら し い景観を「 みんな」 で守っ ていきます。

【 育　 む】 本村では、 ただ景観を守るだけではなく 、 早く から 景観に関するルールを創り 、 別荘地や観光地など地域の発展のた

めの開発等を行う 際にこ れに配慮するこ と で、 唯一無二の景観を「 育んで」 きまし た。 こ れから も 、 こ の唯一無二の景

観を「 みんな」 で育んでいきます。

【 活かす】 本村には、 年間を通し て多く の観光客が訪れます。 訪れる観光客は非日常に身を置く こ と で憩い、 明日への活力を得

ています。 そのために、 白馬の景観をも てなし のための観光資源と し て活かし てき まし た。 こ れから も 、 こ のも てなし

の景観を「 みんな」 で活かし ていきます。

■景観づく り の基本方針

目標像

地域区分の考え方
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■地域区分別景観づく り の基本方針

山
岳
地
域

基本方針
本村の象徴である 白馬連峰を 全ての地

域で映る景観と し て大切にする

道路後退の距離 −

隣地後退の距離 −

高さ の最高限度 −

道路斜線 −

▲白馬連峰

山小屋

スキー場 白馬駅

象徴・ 背景

山岳地域 スキー場地域 観光地域

白馬駅周辺地域

田園地域 山林集落地域

山
村
集
落
地
域

基本方針
山あいの自然環境と 歴史ある 暮ら し が

調和する景観を 守る

道路後退の距離 5 m （ 緩和措置 2 m ）

隣地後退の距離 3 m （ 緩和措置 1 m ）

高さ の最高限度 1 3 m

道路斜線 −

白馬連峰の眺望 山麓斜面、 稜線の景観 山裾の山林

集落の家並み景観

歴史・ 文化的資源

周囲の田園や山林と の調和

田
園
地
域

基本方針
広がり のある田園と 奥に見える山並み、

緑に囲まれた集落の田園風景を守る

道路後退の距離 3 m （ 緩和措置 2m ）

隣地後退の距離 3 m （ 緩和措置 1m ）

高さ の最高限度 1 3 m

道路斜線 −

白馬連峰の眺望

後背の斜面、 緑

山裾の緑山裾の緑 緑豊かな集落 田園の広がり

旧街道沿い
歴史・ 文化的資源

眺望道路

田園風景

白
馬
駅
周
辺
地
域 基本方針

本村の中心市街地と し て、おも てなし 、

賑わいを感じ る まちなみ景観をつく る

道路後退の距離 2 m

隣地後退の距離 1 m

高さ の最高限度 1 8 m （ 緩和措置＋ 5 m ）

道路斜線 −

白馬連峰の眺望

車道 歩道 セ ッ ト バッ ク

視界の広がり

ま ち な みを つく る 建築物

活気と も て な し
を つく る 空間

観
光
地
域

基本方針
世界的なリ ゾート とし て誇れる山並みと

森と 建物が調和し た優れた景観をつく る

道路後退の距離 2 m

隣地後退の距離 1 m

高さ の最高限度 1 8 m （ 緩和措置＋ 5 m ）

道路斜線 −

敷地内の豊かな緑 ゆと り のある 敷地

山並みや緑と
調和し た建築物

周囲の山並みの景観
（ スキー場）

ス
キ
ー
場
地
域

基本方針
村のシンボルとなるスキー場の景観をつ

く る

道路後退の距離 2 m

隣地後退の距離 1 m

高さ の最高限度 18 m （ 緩和措置＋ 5 m ）

道路斜線 −

リ フ ト ・ ゴ ン ド ラ の景観

スキー場内の建築物

周囲の山並みの景観

河
川
景
観
軸

基本方針

道路後退の距離

隣地後退の距離

高さ の最高限度

道路斜線

田園の広がり

数値基準

「 道路後退」「 隣地境界」「 高さ の最高限度」 については、 地域区分ごと に数値基準を設けます。

※ 1 ： 建築物の連坦する既存集落を形成する区域内に限り、 特殊な敷地形状

等の事情により 道路後退の距離及び隣地後退の距離の基準を満たすこ

と が難し い場合は、 書面による隣地の承諾を 取得し たう えで、 村長が

特別に認めた場合は、 観光地域の道路後退の距離、 隣地後退の距離を

限度に値を緩和するこ と ができる。

※ 2 ： 建築物の屋上にエレベータ ー機械室も し く は貯水槽を設置し た場合に

適用する。 ただし 、 高さ 最高限度以上の部分に居室を設けるこ と はで

きない。 措置運用の際には、 勾配屋根と する。  

図　 道路後退・ 隣地後退・ 建物の高さ

図　 道路斜線と 高さ の最高限度

※道路斜線

国道沿道軸、 眺望道路軸Ａ・ Ｂ は山岳景観などの眺

望に配慮する ため道路斜線が設けら れて いま す。

敷地反対側の道路境界から 見上げ角度内に高さ を

設定し ます。

地域区分 道路後退の 

距離

隣地後退の 

距離

高さ の 

配　 　 置 規　 　 模

最高限度
道路斜線 

道路後退の 

距離

隣地後退の 

距離

高さ の 

最高限度
道路斜線 

山林集落地域 
5 ｍ 3 ｍ 1 3 ｍ  

田園地域 
3 ｍ 3 ｍ 1 3 ｍ 

 

白馬駅周辺地域 2 ｍ 1 ｍ 
1 8 ｍ 

※2（ 緩和措置＋5ｍ）

※1（ 緩和措置2ｍ） ※1（ 緩和措置1ｍ）

※1（ 緩和措置2ｍ） ※1（ 緩和措置1ｍ）

観光地域 2 ｍ 1 ｍ 
1 8 ｍ 

※2（ 緩和措置＋5ｍ）

スキー場地域 2 ｍ 1 ｍ 
1 8 ｍ 

※2（ 緩和措置＋5ｍ）

国道沿道軸 5 ｍ 3 ｍ 1 8 ｍ 2 7 °1 :0 .5  

景観重点地区
（ 沿道景観軸）

眺望道路軸 A 5 ｍ 3 ｍ 1 8 ｍ 2 7 °1 :0 .5  

眺望道路軸 B 5 ｍ 3 ｍ 1 8 ｍ 2 7 °1 :0 .5  

※壁面： 道路境界及び隣地境界等から 建築物の外壁も し く はその建築物と 一体的に使用

するベラ ンダ、 デッ キ、 給水施設等の最も 突出する部分。
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図 地域区分図 

平　 川
平　 川

松　 川
松　 川

姫

　川

姫

　川

信濃森上信濃森上

白馬白馬

飯森飯森

神城神城

南神城南神城

一
般

県
道

白
馬

岳
線

一
般

県
道

白
馬

岳
線

国
道

1 48
号

国
道

1 48
号

国
道

406
号

白馬村役場白馬村役場

白馬ジャンプ競技場白馬ジャンプ競技場

白馬南小学校白馬南小学校

白馬中学校白馬中学校

白馬北小学校白馬北小学校

主要地方道
白
馬

美
麻

線

主要地方道
白
馬

美
麻

線

一
般

県
道

千
国

北
城
線

一
般

県
道

千
国

北
城
線 楠

川
楠
川

谷
地

川

谷
地

川

犬川犬川

大楢川
大楢川

■一般地域 ■景観育成重点地区

国 道 沿 道 軸
（ 両側5 0ｍ）　

眺望道路軸Ａ
（ 両側3 0ｍ）

眺望道路軸Ｂ
（ 両側3 0ｍ）白馬駅周辺地域

山 岳 地 域

山 林 集 落 地 域

田 園 地 域

観 光 地 域

ス キ ー 場 地 域

河 川 景 観 軸

凡　 　 例

国
道
沿
道
軸

基本方針
も てなし あふれるまちなみ景観と 、

解放感ある沿道景観をつく る

道路後退の距離 5 m

隣地後退の距離 3 m

高さ の最高限度 1 8 m

道路斜線 27 °(1 :0 .5 )

白馬連峰の眺望

山並みなど 自然環境と
調和し た建築物

視界の広がり

国道沿道軸

沿道から 見渡せる
田園風景

眺
望
道
路
軸
Ａ

基本方針
白馬連峰、 スキー場、 田園風景など

が見渡せる沿道の眺望景観を守る

道路後退の距離 5 m

隣地後退の距離 3 m

高さ の最高限度 1 8 m

道路斜線 2 7°(1 :0 .5 )

山裾の集落

ス キー場

白馬連峰の眺望

視界の広がり

眺望道路軸 A

田園風景の広がり

眺
望
道
路
軸
Ｂ

基本方針
北アルプスを目前に望むこと ができるこ の眺

望と 調和し た魅力的なまちなみ景観をつく る

道路後退の距離 5 m

隣地後退の距離 3 m

高さ の最高限度 1 8 m

道路斜線 2 7°(1 :0 .5 )

周囲と 調和し た
建築物

白馬連峰の眺望

視界の広がり

眺望道路軸 B

前山斜面、 稜線の景観

豊かな自然を感じ るこ と ができ る河

川の景観を守る

−

−

−

−

白馬連峰の眺望

河川沿いの緑橋上から 広がる景観

河川周辺の建築物橋の景観

河川景観軸

■地域区分別景観づく り の基本方針
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図 色彩エリ ア図

色彩エリ ア

色彩エリ ア 範　 　 　 囲 エリ アのイ メ ージ

西エリ ア
西側の山林集落地域、 スキー場地域、
落倉及び飯田地区の観光地域

中エリ ア

東エリ ア

自然の中に趣をも っ てたたずむ、 洗練さ れた格調と 落ち着き
の感じ ら れる景観づく り
西エリ アら し さ ・ ・ ・ areaim age　 洗練

賑わいを演出し ながら も 、 落ち着きと 統一感の感じ ら れる質
の高い景観づく り
中エリ アら し さ ・ ・ ・ areaim age　 遊創

白馬村の原風景と も いえる昔ながら の伝統的生活感や和風
情緒のある素朴さ を積極的に守る景観づく り
東エリ アら し さ ・ ・ ・ areaim age　 情緒

西・ 東エリ アを除く 区域

姫川より 東側の区域

平　 川

松　 川

姫

　川

信濃森上

白馬

飯森

神城

南神城

一
般

県
道

白
馬

岳
線

国
道   

号1 4 8

国
道

4 0 6
号

白馬村役場

白馬ジャンプ競技場

白馬南小学校

白馬中学校

白馬北小学校

主要地方道
白

馬
美

麻
線

一
般

県
道

千

国
北
城
線

中部山岳国立公園特別地域

凡　 　 例

■色彩エリ ア

西エリ ア

中エリ ア

東エリ ア

西エリア

中エリア

東エリア

西エリア

■景観づく り の基準と 配慮　 色彩

共通基準　 白馬村の景観は、 さ まざまな素材と と も に、 さ まざまな人工色彩に溢れています。 色彩は美し いまちづく り を進める

　 　 　 　 　 上できわめて重要な要素です。

行為の種類 行為の基準 

色使い  

色数 

 

照明 

建
築
物
・
工
作
物
の
新
築
・
増
築
・

改
築
・
移
転
ま
た
は
外
観
の
変
更

・ 東エリ アは、 伝統的生活感や自然環境に調和し た色使いと する。

・ 中エリ アは、 自然環境と 調和し 、 落ち 着き と 統一感の感じ ら れるよ う な色使いと する 。

・ 西・ 中エリ アは、 自然環境と 調和し 、 洗練さ れた格調と 落ち 着き の感じ ら れるよ う な色使いと する。

・ 太陽光発電施設を 屋根や屋上壁面等に設置する 場合は、 周囲の色使いになじ ませる。

・ 工作物は、 周辺の色彩と 調和するよう 明度及び彩度を下げる 。

・ 中エリ アは、 賑わいを 演出する アク セント と なる色彩は、 色彩相互の調和、 使用する 量に配慮する。

・ 西・ 東エリ アは、 使用する 色数を少なく する。

・ 自然環境と 調和するよう 建物周り の照明は設置場所に配慮し ながら 、 過度なも のと ならないよう 配慮する。 照明は温かみのある光源を
　 用いる。
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エリ ア別色彩基準（ カ ラ ーチャ ート ）
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凡　 例

使用できる色彩範囲
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 12 1 4N N N

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ｒ (赤)系

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ｙ Ｒ (黄赤)系

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ｙ (黄)系

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 12 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 4N N N

西エリ ア 外壁色 屋根色 造作色

部位 外壁 屋根 窓枠 / 梁 / 手摺 / 扉など

色相 全色相 無彩色 全色相 無彩色 全色相 無彩色

明度 ９ ～３ ９ ～３ ５ 以下 ５ 以下 ６ ～２ ８ 以上３ 以下

彩度 ３ 以下 － ３ 以下 － ２ ～８ －

中エリ ア 外壁色 屋根色 造作色

部位 外壁 屋根 窓枠 / 梁 / 手摺 / 扉など

色相 Ｒ ,Ｙ Ｒ ,Ｙ 系 無彩色 Ｒ ,Ｙ Ｒ ,Ｙ 系 無彩色 Ｒ ,Ｙ Ｒ 系 無彩色

明度 ９ ～３ ９ ～３ ５ 以下 ５ 以下 ６ ～２ ８ 以上３ 以下

彩度 ３ 以下 － ３ 以下 － ２ ～８ －

東エリ ア 外壁色 屋根色 造作色

部位 外壁 屋根 窓枠 / 梁 / 手摺 / 扉など

色相 Ｙ Ｒ ,Ｙ 系 無彩色 Ｙ Ｒ ,Ｙ 系 無彩色 Ｒ ,Ｙ Ｒ ,Ｙ 系 無彩色

明度 ９ ～３ ９ ～３ ５ 以下 ５ 以下 ４ 以下 ８ 以上３ 以下

彩度 ３ 以下 － ３ 以下 － ２ 以下 －

　
西
エ
リ
ア

　
中
エ
リ
ア

　
東
エ
リ
ア
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共通基準　 建築物や工作物の配置は、 賑わいを演出するまちなみづく り 、 山岳景観の眺望の確保、 積雪時の堆雪の配慮が主な考

　 　 　 　 　 　 え方の基本です。 また、 形態・ 意匠、 材料等には、 突出するこ と なく 白馬村の景観に調和するよう に配慮が必要です。

　 　 　 　 　 　 下記基準は、 景観計画区域の全ての地域区分に共通です。

道路後退

行為の種類 行為の基準

・ 連たんする店舗等の正面は、 まち なみの連続性と 賑わいを演出するよう 周辺と 揃える。

・ 山岳景観に配慮し 、 その眺望を阻害し ないよう 出来るだけ後退する。

・ 道路沿いは、 圧迫感を生じ ないよ う 解放感を確保するよう 後退する。

隣地後退

・ 建築物の周り や隣地の境界は、 緑化や駐車場などにより ゆと り ある空間の確保を設けると と も に、 屋根の方向や積

　 雪時の堆雪に考慮する。

・ 稜線や斜面上部への配置はでき る だけ避け、 低地部から の眺望を阻害し ないよう に配置する。

眺望の確保

・ 稜線や斜面上部への配置はでき る だけ避け、 低地部から の眺望を阻害し ないよう に配置する。

・ 太陽光発電施設等を地上に設置する場合は、 道路から の景観に配慮し 、 パネルの配置、 周囲の緑化や塀・ ルーバー

　 の設置による目隠し など工夫に努める。

規　 　 模

・ 周辺の基調と なる山林や集落から 著し く 突出し た印象を与えないよう 、 地域特性を考慮し た規模、 高さ と する。

・ 規模、 高さ は極力抑え、 まちなみと の連続性や田園風景と のバランス、 樹木の高さ など周辺と の調和に努める。

・ 北アルプスの眺望を阻害し ない規模、 高さ と する。 ただし 、 良好な景観の育成に支障を及ぼすおそれのないも の若し

　 く は公益上やむを得ないも のについては、 こ の限り でない。

周辺と の調和 

建
築
物
及
び
工
作
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
ま
た
は
外
観
の
変
更

形
態
・
意
匠

勾配屋根 

伝統的様式の継承 ・ 周辺に伝統的な様式を持つ建築物が多い場合には、 その様式を継承し 、 取り 入れた意匠と するよう 努める。

付帯設備 

材　 　 料 

敷地の緑化 

規　 模 

配　 置 

意匠・ 形態 

材　 料 

色彩等 

土地の形質の変更

（ 変更後の土地の形状、

修景、 緑化等）

土石の採取及び鉱物の掘採

（ 採取等の方法、 採取等後の緑化等）

・ 白馬山麓、 周辺の山並みや田園及び建築物等の形態・ 意匠と の調和に努める。

・ 周辺に歴史的な資源がある場合には、 それら と の調和を図り 、 周辺景観と 一体感を持たせるよう 努める。

・ 連たんする店舗等の正面は、 まち なみの連続性を損なわず賑わいを演出するよう 、 形態・ 意匠に配慮する。

・ 違和感を与える大き な壁面と なら ないよう 、 凹凸や分節化を工夫する。

・ 周辺の基調と なる建築物と 比較し て規模が大き な場合には、 形態・ 意匠の工夫により 圧迫感や威圧感を軽減

　 し 、 周辺景観と の調和を図る。

・ 屋根は原則として勾配屋根で適当な軒の出を有するも のとし、勾配は稜線、周囲の自然環境・まちなみとの調和に努める。

・ 設備機器や付帯設備（ 屋外階段、 ベラ ンダ、 パイ プ類） は、 煩雑な印象を与えないよう 、 デザイ ンに配慮し 、 建築

　 物等本体と の調和を図る。

・ 屋外設備は道路から 見えにく いよ う 、 塀・ ルーバーの設置等の工夫をする。

・ 耐久性・ 安全性を優先し た材料を 使用する。

・ でき るだけ木材、 石材など自然系素材の使用に努める。 も し く は色彩または表面形状の工夫により 、 周辺の伝統的

　 な風土や自然環境と の調和に努める。

・ 反射光のある素材は屋根に使用し ない。

・ 金属素材の素地仕上げはでき るだけ使用し ない。

・ 反射光のある素材を壁面の大部分に使用し ない。

・ 敷地内に広葉樹や水辺がある場合は、 でき るだけ保全に努める。

・ 緑豊かな印象を演出するよう 、 建築物等や駐車場の周り の緑化に努める 。

・ 緑豊かなまちなみを演出するよう 敷地内及び建築物正面の緑化に努める 。

・ 自然保護協定内の道路沿いは、 特に協定趣旨を踏まえ緑化に努める。

・ 道路から でき るだけ後退さ せる。

・ 河川等の水辺や山並みなどの眺望を阻害し ないよう に配置する。

・ 周囲の山林や集落から 著し く 突出し た印象を与えないよう 規模を抑え、 周辺の建築物や樹木等の高さ を超えない。

・ 周辺の風景と 調和し 、 耐久性に優れ、 退色・ はく 離等の生じ にく い素材を使用する。

・ 反射光のある素材は使用し ない。

・ けばけばし い色彩と せず、 周囲の景観と 調和する落ち着いた色彩を基調と する。

・ 色使いに関し ては、 使用する 色彩相互の調和に配慮し 、 使用する 色数はでき るだけ少なく する。

・ 光源で動き のあるも のは、 使用し ない。

・ 土地の形質変更は最小限にと どめ、 やむを得ない場合でも 法面は、 できるだけ緩やかな勾配と し 、 緑化に努める。

・ 擁壁を必要と する場合は、 材料、 表面処理の工夫、 前面の緑化等により 周辺の風景と の調和を図る 。

・ 敷地内にある広葉樹、 河川、 水辺等は極力保全し 、 活用する よう に努める。

・ 周辺から 目立ちにく いよ う 、 採取等の位置、 方法を工夫し 、 敷地周辺の緑化等に努める。

・ 採取等後は周囲の自然環境と 調和し た緑化等により 修景する 。

屋外における 物件の集積又は貯蔵

（ 集積、貯蔵の方法及び遮へい等）

・ 物件を積み上げる場合には、 高さ をできるだけ低く すると と も に、 整然と 、 かつ威圧感のないよう に積み上げる。

・ 道路から 見えにく いよ う に遮へいし 、 その際には植栽などを行い周辺の風景に調和するよう に努める。

特
定
外
観
意
匠
に
属
す
る
付
加
基
準

配

　置

■景観づく り の基準と 配慮
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行為の種類 届出対象の基準

建

築

物

① 新築・ 増築・ 改築・ 移転 
建築基準法第６ 条に定める建築確認を要するも の、 都市計画区域外は

床面積 1 0 ㎡を超えるも の 

② 外観の変更、 若し く は模様替え又は色彩の変更 変更に係る面積が 2 5 ㎡を超えるも の 

工

作

物

 
高さ ８ ｍを超える も の又は築造面積 2 0 ㎡を超えるも の 

④ 電気供給施設・ 通信等施設※5

 

高さ ８ ｍを超える も の 

⑤ 太陽光発電施設（ 一団の土地又は水面に

設置さ れるも の） の建設等※6

 

太陽電池モジュ ールの築造面積の合計 2 0 ㎡を超えるも の

⑥ ③から ⑤以外の工作物 高さ ５ ｍを超える も の 

⑦ 土石の採取又は鉱物の掘採 
面積 3 00 ㎡を超える も の又は生じ る法面・ 擁壁の高さ 1 .5 ｍを

超えるも の ⑧ 土地の形質の変更※7

⑨ 屋外における物件の堆積※8 高さ ３ ｍを超える も の又は面積 10 0 ㎡を超えるも の 

⑩ ①から ⑥までの建築物又は工作物の外観に公衆の目を引く ための形態・ 色

彩・ 特定外観意匠・ その他意匠※9
面積３ ㎡を超える も の 

③ プラ ント 類※1、 自動車車庫※2

　  貯蔵施設類※3、 処理施設類※4

※１ 　 プラ ント 類:コ ンク リ ート プラ ント 、 ク ラ ッ シャ ープラ ント その他こ れら に類するも の

※２ 　 建築物と なら ない機械式駐車装置などの自動車車庫の用途に供する施設

※３ 　 貯蔵施設類： 飼料、 肥料、 石油、 ガス等を貯蔵する施設

※４ 　 処理施設類： 汚物処理場、 ごみ焼却場その他の処理施設

※５ 　 電気供給施設・ 通信等施設： 電気事業法　 第２ 条第１ 項第1 6 号に規定する「 電気事業」 のための施設又は電気通信事業法　 第２ 条第１ 号に規定する「 電気

通信」 のための施設

※６ 　 建築物の屋根、 屋上等に後から 設置するも のは、 「 ②外観の変更、 若し く は模様替え又は色彩の変更」 に該当

※７ 　 土地の形質の変更： 都市計画法　 第４ 条第1 2 項に規定する開発行為及び、 景観法施行令第４ 条第１ 号に規定する土地の形質の変更（ 土砂の採取又は鉱物の

採掘を除く ）

※８ 　 土砂、 廃棄物、 資材等が高く 積み重なっ た状態をいう

※９ 　 営利を目的と し ないも の及び表示期間が3 0 日以下のも のを除く

新設、 増築、 改築、 若

し く は移転、 外観を変

更するこ と と なる 修繕

若し く は模様替え又は

色彩の変更 

■届出対象行為

景観計画区域内において、 届出を要する行為は以下のと おり です。

道路幅員
４ ｍ未満

道路幅員
４ ｍ未満

道路の中心線

建
築
物
敷
地

2
.0

ｍ

道路境界と みなす線

建築物

建築物

道路の中心線

建
築
物
敷
地建築物

建築物

4
.0

ｍ

川・ がけ・ 水路等

2
.0

ｍ

道路境界と みなす線

道路境界と みなす線

建築基準法（ 昭和 2 5 年法律第 2 01 号） 第 42 条第２ 項による道路境界の考え方

　 道路の片側が川やがけ、 線路敷き などで後退が不可能な場合には、 その境界線の一方から ４ m 後退し た線を、 道路境界と みな

し ます。

道路境界の考え方
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行為の種類  

行
為
の
届
出
書 

建
築
物

① 新築・ 増築・ 改築・ 移転 

② 外観の変更、 若し く は模様替え又は色彩の変更 

工
作
物 

新設、 増築、 改

築、 若し く は移

転、 外観を変更

するこ と と なる

修繕若し く は模

様替え又は色彩

の変更 

⑦ 土石の採取又は鉱物の掘採 

⑧ 土地の形質の変更

 

⑨ 屋外における物件の堆積 

⑩ ①から ⑥ま での建築物又は工作物の外観に公衆の目を
　   引く ための特定形態・ 色彩・ その他意匠 

〇： 提出を 要するも の　 　 △： 必要に応じ て提出を 要する書類　 　 ―： 提出を要し ない書類　 　 ※： 事前協議を 要する行為の場合提出

④ 電気供給施設・ 通信等施設

⑤ 太陽光発電施設（ 一団の土地又は

水面に設置さ れるも の） の建設等

⑥ ③から ⑤以外の工作物 

③ プラ ント 類、 自動車車庫、
　  貯蔵施設類、 処理施設類

開
発
行
為
等

位
置
図

配
置
図

立
面
図

現
況
写
真

現
況
図

土
地
利
用
計
画
図

造
成
計
画
平
面
図

造
成
計
画
断
面
図

擁
壁
の
断
面
図

設
計
図
又
は
施
工
方
法
を

明
ら
か
に
す
る
図
面

外
構
平
面
図

屋
外
施
設
図

完
成
予
想
図

委
任
状

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― △ △ ― △

〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― △

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― △ △ ― △

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― △ ※ △

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ※ △

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― △

〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ※ △

〇 〇 ― ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ※ △

〇 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 △ ― ― △

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― △

■届出方法

提出書類

　 白馬村景観計画区域内で届出の対象と なる行為を行う 際には、 景観法及び白馬村景観条例に基づく 以下の書類の提出が必要で

す。 なお、 設計図等の一部図書については、 必要ないと 認めら れる場合、 添付を省略でき る場合があり ます。（ ※詳細は、 白馬

村役場建設課にお問い合わせく ださ い）

　 また、 届出に係る事項を変更し よう すると き は、 あら かじ め、 行為の変更届出書が必要です。

■手続き の流れ

　 白馬村景観計画区域内における一定規模以上の行為は、

景観法に基づき 行為着手の 30 日前までに届出が必要※１ で

す。 その届出のあっ た建築物の建築等または工作物の建設

等の行為が、景観づく り の基準に適合するかを審査し ます。

届出が景観づく り の基準に適合すると 認めら れた場合は、

着手制限期間が短縮さ れ、 通知日以降であれば着工が可能

と なり ます。 建築確認申請など他の法令手続き も 併せて行

う 必要があり ます。

　 また、 速やかに行為の着手が行えるよう 、 村景観担当窓

口での事前相談を随時受け付けます。

※１ 　 勧告または変更命令を出す場合は、届出から 3 0 日以内に行う 。 なお、

変更命令のため調査を 要する 場合は、 こ の期間を 9 0 日まで延長する

場合がある。

※２ 　 大規模行為については、 白馬村景観条例に基づき 事前協議が必要。

それ以外の行為については必要に応じ て事前相談を行う こ と 。

※３ 　 変更命令は、 白馬村景観計画に定めた形態・ 意匠・ 色彩の基準に対

し て行う こ と ができる。

※４ 　 景観育成住民協定のある 地域は、 それぞれ代表者に行為の内容につ

いて相談し 、 意見書 ( 協定ごと 任意様式 ) を 発行し ていただいて、 行

為の届出に写し を添付するこ と 。

指　 導

行為の着手

白馬村景観審議会

審査期間の短縮

事前相談

建築確認申請など

他の法令手続きも

併せて行う

必要に応じ 意見聴取

事前協議※２

行為の届出
（ 住民協定意見書）

※４

届出違反に対する罰則
( 法第 1 0 3 条 )

行
為
着
手
予
定
の
3 0
日
前
に
届
出

景観づく り の基準に適合し た
計画に変更

適　 合 不適合

適合審査

勧告
( 法第 1 6 条第３ 項 )

変更命令
（ 法第 1 7 条）

※３

※２
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■景観育成住民協定

　 村内には各地区の景観を 守るため８ 地区の景観育成住民協定が締結さ れています。 こ の地区内で建築物の建設等にあたっ ては、

各地区の協定内容を遵守し 、 事前に該当地区の代表者から 行為に対する意見書を取得し てく ださ い。

9



■景観育成住民協定の協定基準

美し い白馬の森まちづく り 協定基準

委員長 住所等 TEL 県の認定日

斎藤 秀業 白馬村大字神城22203-125そらいろのたね      090-3343-0622   平成１６年３月８日

１ ． 建築物・ 工作物（ 仮設建物含む）

〇色彩は「 白馬村まち づく り 環境色彩計画」 に従い、 自然の中に趣のある、 洗練さ れた格調と 落ち 着き の感じ ら れる も のと する
〇建築物など

・ 除雪、 屋根雪等を 考え、 隣地後退は 3  メ ート ル以上が望まし い ・ 道路後退は 3  メ ート ル以上が望まし い

・ 高さ は 1 3  メ ート ル以下が望まし い ・ 隣地・ 道路境界を 1  メ ート ル以上の高い塀で囲っ てはなら ない（ 樹木はこ の限り ではない）

〇自動販売機
・ 屋外に設置し ないよ う つと め、 やむなく 設置する場合は遮へい物で囲む

・ 屋外設置する場合は「 白馬村をき れいにする 条例」 に従い届け出をする

〇屋外広告物
・ 道路後退 1  メ ート ル以上と し 、 歩行者、 車両の妨げになら ないよ う にする

・ 環境と 調和する よ う に形態、 色彩、 規模などを 考慮する

・ 自己用に供する 広告物（ 野立看板等） は、 主たる営業施設のある 敷地以外には設けない
〇仮設の建築物（ プレ ハブ、 コ ン テナ等） は景観に配慮し 調和のと れた遮へい物で囲む

〇朽ち た建物等は、 環境と の調和を 考え改善を心掛ける

２ ． 草花・ 樹木

〇特に景観、 生態系上大切な草花は保護する

〇樹木は出来る だけ伐採を避け、 景観上大切な樹木は保存につと める

〇なる べく 除草剤を 使わず手入れし 美化につと める

３ ． 美化・ 景観

〇建物の周り はも ち ろ ん、 周辺の道路などの美化につと める
〇業者によ る ゴミ の収集時や敷地内に保管する場合、 環境に配慮し た収納を し 、 カ ラ ス、 野生動物等に荒ら さ れないよ う 対策を 講じ る

〇ごみ処理は白馬村の分別要領に従い、 敷地内で焼却処理を し ない

〇車両と し て使わなく なっ た自動車等を 敷地内でも 放置し ない
〇観光地である こ と を 考え、 洗濯物は人目に付かないよう に配慮する

〇屋外に資材等を集積する場合は、 整理整と んし 見えにく いよ う に配慮する

４ ． ペッ ト

〇犬猫などのペッ ト は、 散歩中も 含めて放し 飼いを し ない

〇公衆衛生上等の観点から 、 糞は飼い主が持ち帰り 処分する
〇ペッ ト マナーと し て上記 2  点の周知につと める

５ ． 雪対策

〇屋根雪およ び除雪の雪は、 近隣の迷惑になら ないよ う に処理する

６ ． 車両

〇自動車等は無駄なアイ ド リ ン グを し ない
〇長時間の路上駐車はし ない

〇安全な速度と ルールを 守る

〇営業施設は来客専用の駐車場を 確保する

７ ． 環境

〇地区内では風俗営業は認めない
〇夜遅く までの店舗営業は、 近隣に迷惑になら ないよ う に配慮する

〇屋外での行動、 活動において、 夜 1 0  時以降は周辺に迷惑を かけないよ う に気を つけ、 周知につと める

〇し 尿・ 雑排水は、 地下水の汚染原因になら ぬよ う に浄化槽等の維持管理を 行なう
〇生活の中でゴミ の減量を実践し 、 リ サイ ク ルの推進につと める

〇夜は各戸で門灯や外灯を点灯し 明るく する よう につと める

８ ． その他

〇「 白馬村環境基本条例」 ( 注釈 ) などを 守り 、「 美し い白馬の森まち づく り 」 を めざす

( 注釈 ) 平成 1 1  年 1 2  月 2 4  日に白馬村が定めた、 環境の保全と 景観の形成についての条例。
白馬村『 環境保全と 開発のき まり 』 参照

その他、 景観形成に関わる も のと し て、

「 白馬村屋外広告物特別規制」（ 平成 8  年 1 0  月 1  日）
「 白馬村を き れいにする 条例」（ 平成 9  年 3  月 2 1  日）

「 白馬村まち づく り 環境色彩計画～建築外装色彩指針～」（ 平成 1 1  年 1 0  月） がある 。
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アルペン ビ レ ッ ジみずほ地区協定基準

委員長 住所等 TEL 県の認定日

大塚 善弘 白馬村大字北城 3 0 2 0 -4 5  プチホテル ぴー坊 0 2 6 1 -7 2 -3 7 8 0 平成 1 0  年 1 0  月１ 日

A． 自然と 風致

(1 ) 風景やたたずまいと いっ た自然景観を 地区住民の共有財産と し て認めて、 よ り よ く 創り 出し ていき ます。

(2 ) 道路と の境界には、 緑地や花壇のためのスペースを 設ける よ う 努めます。
(3 ) 村道 2 1 3 5  号線はシン ボルロ ード と し て位置づけ（ みずほカ ント リ ーロード ）、 歩道を 設けてゆと り ある 歩行者空間を創っ ていく よ う

努めます。

(4 ) 敷地は樹木、 芝等で積極的に緑化する よ う 努めます。
(5 ) 敷地境界には塀等は設けず、 止むを得ない場合は生垣と し ます。

(6 ) 区域内は花いっ ぱいの里と し て環境を 整えるため、 雑木林・ 山桜・ こ ぶし ・ 藤等は保存及び植栽を し ていき ます。

(7 ) 地区内の道路に名前を 付けて、 区民や訪れる人々に親し まれる よう 努めます。
(8 ) 休耕田を 利用し てアルプスの山並みを 生かす花やハーブを 植え 、 観光農園化し ます。 また活性化の拠点と なり う る 施設づく り に努め、

農業と 観光の共生を 図り ます。

(9 ) 遊歩道をつく る よう 努め、 自然の移り 変わり を 楽し める スペースと 時間を創り 出し ていき ます。

(1 0 ) 農業用水路はなる べく 流れの穏やかな多自然工法になる よう 努め、 昆虫が自生でき るよ う にし ます。

B． 建築物

１ ． 位置

２ ． 斜線制限一覧

３ ． 高さ 制限

　 　 全域 1 8  メ ート ルと する 。

４ ． デザイ ン
建築デザイ ン はアルペン リ ゾート にふさ わし い自然景観と 調和のと れた落ち着いたデザイ ン と し ます。 屋根は原則と し て

勾配屋根で適当な軒の出を 有する も のと し ます。

５ ． 素材
　 　 自然と 調和し た暖かさ を 演出する ため、 外壁、 軒裏、 窓回り 、 てすり 等に自然の素材を でき るだけ用います。

６ ． 色彩

(1 ) 自然景観及び周辺地域の文化的特性を配慮し 調和し たも のと し ます。 屋根は黒または茶系と し ます。

(2 ) 外壁は青系、 緑系は避けます。
７ ． 雪の処理

　 　 道路に屋根雪が落ちないよ う 努めます。

C． 屋外広告物

１ ． 自己用以外の広告物は設置し ないよ う 努めます。

２ ． デザイ ン は自然に調和し たも のと し 、 別にモデル基準（ 別紙 1 ） を 設けます。
３ ． 壁面に設置する 場合は、 2  階部分以下と し ます。

D ． 美化

１ ． 自販機を 設置する 場合は、 風景に調和する よ う 工夫し ます。

２ ． 建物や工作物は、 定期的に維持管理に努めます。

３ ． 区域内は常に清潔にし 、 一斉清掃日を設け定期的に清掃し ます。
４ ． 屋外に物品の集積をする 場合は、 高さ を 低く し て整理し 、 周辺から 見えにく いよ う に植栽にて遮へいし ます。

E． 照明

１ ． 照明灯を 設置する 場合は、 目に優し い光源と し ます。

２ ． 夜間照明を設置する場合は、 まわり の環境に影響のないよう に努めます。

F． 社会環境

１ ． 自動車のアイ ド リ ングは必要最少時間にし ます。

２ ． 仮設物の建設等景観に影響ある 行為をする 場合は、 協定の主旨に準じ て調和し たも のと し ます。

村道 0 1 0 5  線沿

（ オリ ン ピ ッ ク 道路）
農振地域内 2 1 3 5 線沿と その他の地域

道路後退距離 歩道よ り ５ メ ート ル 道路より ３ メ ート ル 道路よ り ２ メ ート ル

隣地後退距離 原則３ メ ート ル 原則３ メ ート ル 原則２ メ ート ル

地域区分 村道 0 1 0 5  線沿 農振地域内 2 1 3 5 線沿と その他の地域

斜線制限 別紙２ の１ の図参照 別紙２ の２ の図参照 別紙２ の３ の図参照
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（ 独立広告物のモデルデザイ ン）

（ 花　 壇）

3
.5

m
以

内

1 .2m 以内

1 .2m 以上

道路境界

【 別紙１ 】 屋外広告物のガイ ド ラ イ ン

１ ． 独立する 広告物のモデルデザイ ン は次のと おり と する 。

A. 上部には変化をつけフ レ ームで囲む。 フ レ ームは木又は鉄と し 、

色は茶または黒系と する 。 標準の高さ は 3 .5  メ ート ル以下（ 最大

6  メ ート ル）

B． 1  面の表示面積は 3  平方メ ート ル以内、 原則と し て地色は木材を

利用する 等暗い色と し て、 文字を明る く する 。

【 別紙２ 】 斜線制限について

①村道

②農振区域内

③２ １ ３ ５ 号線と その他の地域
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桜並木と いこ いの森新田地区まち づく り 協定

委員長 住所等 TEL 県の認定日

　 新田区長 ※連絡先はお問い合わせ下さ い。 平成８ 年 1 2  月９ 日

１ ． 自然と 風致

(1 ) 風景やたたずまいと いっ た自然景観を 地区住民の共有財産と し て認め、 守る と 共によ り 良く 創り 出し ていき ます。

(2 ) 地区内に流れる村中堰の護岸等を自然のまま保存し 、 水辺環境を 守ると 共に、 こ の水を利用し た潤いのある空間を 創っ ていき ます。
(3 ) 村中堰に沿っ た桜並木を保存し 、 よ り 美し く 育てていき ます。

(4 ) 伝行山の景観及び建築物の保存整備に努めます。

(5 ) 敷地を 囲う 遮蔽物はでき る だけ設けず、 やむなく 設置する 場合は、 生垣や植え込みででき る 限り 緑化に努めます。
(6 ) 建築物の建設においては、建物外部は区民全体のも のと 考え、屋根形状・ 色彩等は風土及び地区民の心になじ むも のになる よ う 努めます。

(7 ) 自己用広告物はでき る 限り 地域に調和し 、 かつ統一し たも のと し ます。

(8 ) 自己用以外の広告物は設置し ないよ う 、 又こ れら の目的のために敷地を 貸さ ないよ う 努めます。
(9 ) 地区内の堰や道路に名前を つけ、 区民や訪れる 人々に親し まれる よ う 努めます。

２ ． 伝統・ 文化

(1 ) 地域の歴史を 語り 継ぐ 、 遺跡・ 道祖神等の保全に努めます。
(2 ) 地区に根ざし ている 様々な伝統文化・ 産業を 守る と と も に、 訪れる 人々にも 楽し んでも ら う よ う な地域づく り に努めます。

３ ． 共同施設作り

(1 ) 集落内の道路には、 でき る だけ車両を 入れないよ う にし 、 区民及び訪れる 人々の憩いの空間にし ていき ます。

(2 ) 地区内の街路灯を 整備し 、 憩いの空間と し ていき ます。

(3 ) 公民館前の広場を イ ベント 広場と し 、 区民ある いは、 訪れる人々の文化的空間と し て活かす様努力し ます。
(4 ) 旧家保存と 活用を 考え、 区民及び訪れる 人々の文化的空間と し て活かす様努めます。

４ ． 環境美化

(1 ) 地区民は常に地区内の環境美化に努める と と も に、 各戸の周辺及び村中籍の岸辺には四季折々の花を 植え地区の潤いを 保つよう 努めま

す。

(2 ) 家庭雑排水等はでき る 限り 村中堰に放流し ないよ う に努めると と も に、 村中堰の定期的な清掃活動を 実施し 水環境の保護に努めます。
(3 ) 地区内では屋外に自動販売機を 設置し ないよ う にし 、 やむを得ず設置する 場合は周辺環境に調和し た遮蔽物を 設け修景に努めます。

せせら ぎと 水車が回る新田地区まち づく り 協定

委員長 住所等 TEL 県の認定日

　 新田区長 ※連絡先はお問い合わせ下さ い。 平成８ 年 1 2  月９ 日

１ ． 自然と 風致

(1 ) 風景やたたずまいと いっ た自然景観を地区住民の共有財産と し て認め、 守る と 共によ り 良く 創り 出し ていき ます。

(2 ) 地区内に流れる 村中堰の護岸等を 自然のまま保存し 、 水辺環境を守る と 共に、 こ の水を 利用し た潤いのある 空間を 創っ ていき ます。
(3 ) 村中堰に沿っ た桜並木を 保存し 、 よ り 美し く 育てていき ます。

(4 ) 薬師堂及び塩の道を 区民や訪れる 人々の憩いの場と し て整備し ていき ます。

(5 ) 敷地を 囲う 遮蔽物はでき るだけ設けず、 やむなく 設置する 場合は、 生垣や植え込みででき る限り 緑化に努めます。
(6 ) 建築物の建設においては、建物外部は区民全体のも のと 考え、屋根形状・ 色彩等は風土及び地区民の心になじ むも のになるよ う 努めます。

(7 ) 自己用広告物はでき る 限り 地域に調和し 、 かつ統一し たも のと し ます。

(8 ) 自己用以外の広告物は設置し ないよ う 、 又こ れら の目的のために敷地を 貸さ ないよう 努めます。

(9 ) 地区内の堰や道路に名前をつけ、 区民や訪れる人々に親し まれるよ う 努めます。

２ ． 伝統・ 文化

(1 ) 地域の歴史を 語り 継ぐ 、 遺跡・ 道祖神等の保全に努めます。
(2 ) 地区に根ざし ている 様々な伝統文化・ 産業を 守る と と も に、 訪れる 人々にも 楽し んでも ら う よ う な地域づく り に努めます。

３ ． 共同施設作り

(1 ) 集落内の道路には、 でき るだけ車両を入れないよ う にし 、 区民及び訪れる人々の憩いの空間にし ていき ます。

(2 ) 地区内の街路灯を整備し 、 憩いの空間と し ていき ます。

４ ． 環境美化

(1 ) 地区民は常に地区内の環境美化に努める と 共に、各戸の周辺及び村中堰の岸辺には四季折々の花を 植え地区の潤いを 保つよ う 努めます。

(2 ) 家庭雑排水等はでき る 限り 村中堰に放流し ないよ う 努める と と も に、 村中堰の定期的な清掃活動を 実施し 水環境の保護に努めます。
(3 ) 地区内では屋外に自動販売機を 設置し ないよ う にし 、 やむを 得ず設置する場合は周辺環境に調和し た遮蔽物を設け修景に努めます。
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みそら 野小鳥の森景観形成住民協定

委員長 住所等 TEL 県の認定日

岡畑 賢治                   白馬村北城２４４６－９                                                             平成８ 年 1 2  月９ 日

１ ． 協定事項等

(1 ) 建築物

　 ・ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（ 以下「 容積率」 と いう ） 及び建築物の高さ は、 次に定めると こ ろ と し ます。
　 　 建ペイ 率 3 0 % 以下、 容積率 6 0 % 以下、 建築物の高さ  1 3  メ ート ル以下

(2 ) 建築物の外壁等の後退距離

・ 隣地後退は 3  メ ート ル以上後退する も のと し ます。
・ 但し 、 隣地と の話し 合いで、 了解を 得ら れればこ の限り ではあり ません。 その際には正式書類と し て、 当事者及び隣地所有者の実印

を押印し た承諾書及び印鑑証明を 添付し 委員会に提出するも のと し ます。 その場合も 境界よ り 1  メ ート ルを 限界と し ます。

・ 道路後退については
　 村道 0 1 0 7  号線 1 0  メ ート ル以上、 その他 5  メ ート ル以上

　 但し 、 4  面道路に面する 場合は主になる 道路よ り 最も 遠い一辺を 隣地と し ます。

(3 ) 道路と の境界を 1  メ ート ル以上の高い塀で囲わないよ う にし ます。 道路境界線の高さ は 1  メ ート ルと し 、 以後 1  メ ート ル後退ごと に

4 5  度の角度で 1  メ ート ル伸ばせる 。 下図参照。 こ の場合の塀は見通し のでき ない遮蔽物を いう 。
(4 ) 協定区域内にある 樹木は、 こ の区域の景観形成に欠く こ と のでき ない重要な資産である こ と を 認識し 、 その保全に万全の策を 講ずる

こ と と し 、 でき る 限り 緑化に努めます。

(5 ) 自己の建築物の屋根雪は、 敷地内で処理ができ る建て方にし ます。
(6 ) 利便施設（ 営業施設等） には来客用の駐輪場及び駐車場を 設けます。

　 ＜駐車中の車は道路にはみださ ない＞

　 ＜宿泊施設は客室数プラ ス自家所有台数分を 確保する こ と ＞
(7 ) 自己の用に供する 広告物等については、 刺激的な色彩又は装飾がなく 、 美観風致を 損なう おそれのないも のと し ます。 ＜美観を 損な

う も のについては委員会において指導する こ と ができ ます。 ＞

(8 ) 委員会は、 協定区域の美観を 損なう と 認めら れる 建築物、 工作物について、 その取り 壊し 補修又は伐採について協定者に指導する こ

と ができ ます。
(9 ) 道路から 見える 自動販売機を 設置し ません。

(1 0 ) 植栽、 花壇、 公共看板の整備等の協定区域内の良好な景観形成を 図る ために必要な事業を 行う こ と と し ます。

(1 1 ) し 尿、 雑排水は下水道が敷設さ れる までの間は地下浸透をはかり 、 川、 水路には流し こ みません。 協定に違反し た者に対し ては、 委
員会が改善の指導を 行います。 又、 下水道敷設後は出来る だけ速やかに接続し ます。

(1 2 ) 飲酒を 主たる 目的と する 店舗及び風俗営業はいたし ません。

　 　 コ ン ビ ニエン ススト ア等、 深夜に及ぶ営業はいたし ません。

２ ． 樹木等の指定

(1 ) 協定区域内の美観風致を 維持する ため、 委員会において特に必要と 認めたと き は、 樹木又は樹木の集団を、 保存樹木又は保存樹林（ 以

下「 保存樹等」 と いう ） と し て指定するこ と ができ ます。
(2 ) 協定者は、 樹木等が大切に保存さ れる よう に努めます。

(3 ) 協定区域内に居住する者は、 一軒につき 一個以上の小鳥の巣箱を 設置する 事と し ます。

３ ． 土地の分割等

土地を分割し て売買する場合は、 いずれの土地も 本協定内容に合致さ せます。

〈 尚、 樹木についてはこ の限り ではない〉
道　 路

1 m

1 m

4 5 °

2

2 m
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八方地区景観形成住民協定

委員長 住所等 TEL 県の認定日

八方区長 白馬村大字北城 5 7 3 2 -2 　 八方文化会館内 0 2 6 1 -7 2 -2 4 7 7 平成８ 年６ 月 2 8  日

１ ． 建築物

・ 高　 　 さ 　 道路後退位置での高さ に関する 斜線制限は建築基準法の範囲内と し ます。 ただし 、 地盤よ り の高さ は 1 8  メ ート ル以下と し
ます。

・ デザイ ン 　 建築デザイ ン は観光リ ゾ ート 地にふさ わし い質の高いデザイ ン と する よ う 努め、 屋根形状も 極力山並みと 調和する 勾配屋根

ある いはそれに近いデザイ ン 形状と し ます。

・ 素　 　 材　 自然系の素材を 積極的に用いる と と も に、 耐久性にも 考慮し ます。
・ 雪の処理　 敷地内の雪を 道路に出し ません。 また、 屋根雪を 所有地内で処理でき る よ う 、 建築位置や屋根勾配方向、 雪止め等の工夫を

し ます。 また、 必要に応じ て消雪施設を 設けます。

２ ． 屋外広告物

・ デザイ ン 　 八方地区にふさ わし い質の高いデザイ ン と する よ う 努め、 屋根形状も 極力山並みと 調和する 勾配屋根ある いはそれに近いデ

ザイ ン 形状と し ます。
・ 集 合 化　 案内看板は近隣で集合化し 、 林立を 防ぐ よう 努めます。

３ ． 自動販売機

・ 屋外に自動販売機を 置く こ と を 自粛し ます。

４ ． 緑化と 樹木の保護

・ 敷地内を 樹木、 芝等で積極的に緑化する よ う 努めます。

・ 区域内にサクラ 、 コ ブシ、 ハナミ ズキ、 アジサイ、 ツツジなどの花木やケヤキなどの落葉樹を植栽し 、 花壇やプランターにより 花を飾ります。

・ お堂の彼岸桜、 杜の大杉、 御母堂のケヤキなど、 長年の風雪に耐えた貴重な大径木を 大切に保護し ます。
・ 門、 塀、 その他自己の所有地の境界を 主張する 遮蔽物は極力避け、 必要な場合は樹木等景観に配慮し たも のと し ます。

５ ． 美化その他

・ 常日頃から 、 建物の周り はも ち ろ んのこ と 付近の道路上の清掃を 行います。 　 　 ・ 川にゴミ 、 汚水は絶対流し ません。
・ 産業廃棄物（ 車、 バイ ク 、 建材等） を 放置し ません。 　 ・ 洗濯物は極力人目につかないで干すよ う 努めます。

エコ ーラ ンド 地区景観形成住民協定

委員長 住所等 TEL 県の認定日

増田 二郎 白馬村大字北城 3 0 2 0 -8 9 0 　 ガレ ージ９ ０ ２ 0 2 6 1 -7 5 -0 9 0 2 平成６ 年２ 月４ 日

協定事項

１ ． 建築物の建築面積の敷地に対する 割合（ 以下「 建蔽率」 と いう 。） 建築物の延べ床面積の敷地に対する 割合（ 以下「 容積率」 と いう 。）

及び建築物の高さ は、 次に定めると こ ろ と する 。
　 (1 ) 建蔽率 6 0 % 以下 　  　 (2 ) 容積率 2 0 0 % 以下 　 　  (3 ) 建築物の高さ  1 8  メ ート ル以下

２ ． 建築物の外壁等の後退距離は、 次に定める と こ ろ と する 。

(1 ) 隣地後退は 3  メ ート ル以上後退する も のと する。 但し 、 隣地と の話し 合いで、 了解を 得ら れればこ の限り ではない。 その際には、
正式書類と し て、 当事者及び隣地所有者の実印を 押印し た承諾書及び印鑑証明書を 添付し 委員会に提出する も のと し 、 委員会の承諾

を得る 。 その場合も 境界よ り 1  メ ート ルを限度と する 。

(2 ) 道路後退については、 幅員 7  メ ート ル以上は後退 5  メ ート ル以上、 幅員 7  メ ート ル未満は 後退 3  メ ート ルと する 。
３ ． 隣地及び道路境界を 1  メ ート ル以上の高い塀（ 見通し のでき ない遮蔽物を いう 。） で囲っ てはなら ない。（ 但し 、道路境界線から 1  メ ー

ト ル後退するごと に 4 5  度の角度で 1  メ ート ル延ばせる。 なお、 樹木についてはこ の限り ではない。）

４ ． 協定区域内にある 樹木は、 こ の区域の景観形成に欠く こ と のでき ない重要な資産である こ と を 認識し 、 その保全に万全の策を 講ずる

こ と と し 、 建築物を 建築する 場合において障害と なる 樹木は、 原則と し て同一敷地内へ移植するこ と と する 。
５ ． 所有者等は、 その所有又は賃借する 土地に樹木がないと き、 又はあっ ても その数が少ない場合は、 協定区域の既存の樹木等と つり あ

いのと れた多く の樹木を 植栽するよ う 努めなければなら ない。

６ ． 自己の建築物の屋根雪は、 敷地内で処理ができ る建て方にする 。
７ ． 利便施設（ 営業施設等） には来客用の駐輪場及び駐車場を設ける 。（ 駐車中の車が道路にはみださ ないこ と 。）

８ ． 自己の用に供する 広告物については、 刺激的な色彩又は装飾がなく 、 美観風致を 損なう おそれのないも ので、 第 8  条第 2 項の道路後

退に準ずる も のと する。（ 美観を損なう も のについては、 委員会において指導する こ と ができ る 。）
９ ． 委員会は協定区域の美観を 損なう と 認めら れる、 建築物・ 工作物及び樹木について、 その取り 壊し 、 補修又は伐採について協定者に

指導する こ と ができ る。

1 0 ． 屋外には自動販売機を 設置し ない。

1 1 ． 公共的空地及び沿道に面する 空地については、 植栽・ 花壇の設置等を 行う 他、 公共の駐車場・ 公衆ト イ レ・ 公園・ 集会場・ 公共看板・
側道の整備等の協定区域内の良好な景観形成を 図るために必要な事業を 行う こ と ができ る 。

保存樹木等の指定

１ ． 協定区域内の美観風致を 維持する ため、委員会において特に必要と 認めたと き は、樹木又は樹木の集団を 、保存樹又は保存樹林（ 以下「 保

存樹等」 と いう 。） と し て指定する こ と ができ る 。

２ ． 協定者は、 保存樹等が大切に保存さ れるよ う に努めなければなら ない。

建築物の用途

１ ． 協定区域内における建築物の用途は、 協定第 1  条の目的を 損なわないも のと し 、 その具体的な範囲は、 委員会において検討し 、 所有
者等の合意を得て定める も のと する 。
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和田野地区 ( ふれあいの森・ やすら ぎの森・ ゆと り の森 ) 景観形成住民協定

委員長 住所等 TEL 県の認定日

笹川 義賢 白馬村大字北城1278-100 0261-72-2386

平成8 年3 月1 3 日

（ 平成2 5 年5 月1 3 日

和田野やすら ぎの森、和田野
ゆと り の森統合）

建築物及び工作物

・ 位置 道路後退 2  メ ート ル、 隣接地後退 1  メ ート ル以上と し 屋根雪は所有地内で処理でき る も のと し ます。
・ 形態 風景と 調和する も のと し ます。

・ 高さ  地盤よ り 1 8  メ ート ル以下と し 、 周囲の樹木よ り 低く する こ と が望まし いも のと し ます。

・ 色彩 落ち着き のある も のと し ます。
・ 意匠 落ち着き のある も のと し ます。

・ 材料 耐久性のあるも のと し ます。

屋外広告物

・ 位置 道路後退 1  メ ート ル以上と し 、 歩行者及び車両から の視野を 妨げないも のと し ます。

・ 形態 風景と 調和する も のと し ます。

・ 色彩 落ち着き のある も のと し ます。
・ 意匠 落ち着き のある も のと し ます。

・ 材料 耐久性のあるも のと し ます。

( 注意 ) 野立看板は設置し ません。

樹木

・ 保護 景観上大切な全ての樹木について保護に努めます。
・ 緑化 所有する 土地、 開発を行う 土地の緑化に努めます。

草花

・ 保護 景観及び生態系上大切な草花の保護に努めます。

・ 移植 開発し よ う と する 場所に大切は草花がある時は、 移植に努めます。

美化

・ ゴミ  建物の廻り は勿論のこ と 道路上についても 美化に努めます。

・ 放置 産業廃棄物（ 車両、 建築材など） を 放置し ません。

公道の使用禁止

・ 駐車 車両（ バイ ク 、 自転車を 含む） のはみ出し を 含む駐車を 禁止し ます。

・ 放置 車両、 工作物を 放置し ません。

ゴミ

・ 収納 人目につく 場所に放置し ません。
・ 焼却 プラ スティ ッ ク 類は地域内で焼却し ません。

・ 減量 各施設で努力し ます

隣地境界

・ 遮蔽物は極力さ けます。 どう し ても 必要である と 認めら れる場合は樹木によ る も のと し ます。

自動販売機

・ 屋外には設置し ないよ う 努め、 やむなく 設置する 場合は遮蔽物を 設ける よ う に努めます。

建築物及び工作物の維持管理

・ 所有者は、 所有する 建物を はじ めと する 全ての工作物について放置する こ と なく 、 定期的な維持管理を し ます。

　 なお、 放置するこ と によっ て事故及び障害が発生し た場合は、 その責務を 負う も のと し ます。

洗濯物

・ 極力人目に付かないよ う 努めます。

配水（ 雨水を 除く ）

・ 隣地、 側溝及び水路へ排水はし ません。

●　 編集・ 発行　 ●　 白馬村役場　 建設課

〒399-9393 長野県北安曇郡白馬村大字北城7025番地 【電話】(0261)72-5000㈹1 6
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